
高知県漁業経営改善促進資金預託原資借入利子補給事業実施要綱の一部改正新旧対照表

新 旧

高知県漁業経営改善促進資金預託原資借入利子補給事業実施要綱

（趣旨）

第１条 この事業は、最近の漁業をめぐる厳しい環境の中で、漁業経営の改善

及び再建整備に関する特別措置法（昭和 51 年法律第 43 号。以下「漁特法」

という。）第４条第１項の認定に係る同項各号の改善計画（以下「漁業経営

改善計画」という。）に従って漁業経営の改善のための措置を行う中小漁業

者が借り入れる低利の運転資金である漁業経営改善促進資金に関し、当該資

金に係る全国漁業信用基金協会高知支所又は全国遠洋沖合漁業信用基金協

会（以下「基金協会」という。）の預託資金の借入れについて県が利子補給

金を交付することにより、その経営の改善の円滑な推進を資金面で支援しよ

うとするものである。

２ この事業の運営に関する取扱いについては、水産関係民間団体事業補助金

交付等要綱の運用について（平成 22 年 3 月 26 日付け 21 水港第 2597 号水産

庁長官通知（以下「運用通知」という。））に定めるもののほか、この要綱

に定めるところによる。

（貸付対象者等）

第２条 漁業経営改善促進資金（以下「本資金」という。）貸付対象者は、次

に掲げる要件を満たす者とする。

（１）中小企業融資保証法（昭和 27 年法律第 346 号）第２条第１項に規定

する中小漁業者等であって、漁特法第４条第１項に規定する改善計画の

高知県漁業経営改善促進資金預託原資借入利子補給事業実施要綱

（趣旨）

第１条 この事業は、最近の漁業をめぐる厳しい環境の中で、漁業経営の改善

及び再建整備に関する特別措置法（昭和 51 年法律第 43 号。以下「漁特法」

という。）第４条第１項の認定に係る同項各号の改善計画（以下「漁業経営

改善計画」という。）に従って漁業経営の改善のための措置を行う中小漁業

者が借り入れる低利の運転資金である漁業経営改善促進資金に関し、当該資

金に係る全国漁業信用基金協会高知支所又は全国遠洋沖合漁業信用基金協

会（以下「基金協会」という。）の預託資金の借入れについて県が利子補給

金を交付することにより、その経営の改善の円滑な推進を資金面で支援しよ

うとするものである。

２ この事業の運営に関する取扱いについては、漁業経営改善促進資金預託原

資借入利子補給事業実施要綱（平成 23 年９月１日付け 22 水漁第 2455 号農

林水産事務次官依命通知）及び漁業経営改善促進資金預託原資借入利子補給

事業実施要綱の運用について（平成 23 年９月１日付け 22 水漁第 2456 号水

産庁長官通知）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

（貸付対象者等）

第２条 漁業経営改善促進資金（以下「本資金」という。）を借り受けること

ができる者は、第９条第１項に規定する資金利用計画について知事の認定を

受けた者で、次に掲げる要件を満たす中小漁業者とする。ただし、この要綱

において「中小漁業者」とは、中小漁業融資保証法（昭和 27 年法律第 346

号）第２条第１項に規定する中小漁業者等をいい、「認定漁業者」とは、漁
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認定を受けた者（以下「経営改善漁業者」という。） であること。

（２）漁業経営改善計画が第４条各号に規定する使途の運転資金を必要とす

るような具体的な経営改善措置を内容とするものであること。

（３）貸付けを受ける年度において、漁業経営改善計画の措置に着手するこ

とが確実であること。

（４）青色申告を行っていること。

（５）第９条第１項の規定による資金利用計画において、既往借入金の返済

財源が確保されていること（各事業年度における減価償却前当期利益が

固定負債の償還額を上回っていること。）。

（６）別記第７号様式による県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がな

い旨を証する書類を提出していること。

第３条～第５条 略

（極度額）

第６条 略

２ 本資金の極度額の上限は、次の表に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の極

度額の上限の欄に定める額（漁船漁業を営む者については、使用する漁船の

合計総トン数に応じるものとする。）とする。ただし、経営規模等からみて

特別の事情がある場合は、知事が水産庁長官に協議し認められた額を極度額

とすることができるものとする。

特法第４条第１項の認定を受けた中小漁業者（当該認定に係る漁業経営改善

計画に従い設立された法人を含む。）をいう。

（１）漁業経営改善計画が第４条各号に規定する使途の運転資金を必要とす

るような具体的な経営改善措置を内容とするものであること。

（２）貸付けを受ける年度において、漁業経営改善計画の措置に着手するこ

とが確実であること。

（３）青色申告を行っていること。

（４）第９条第１項の規定による資金利用計画において、既往借入金の返済

財源が確保されていること（各事業年度における減価償却前当期利益が

固定負債の償還額を上回っていること。）。

（５）県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がない旨を証する書類を提

出していること。

第３条～第５条 略

（極度額）

第６条 略

２ 本資金の極度額の上限は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表

右欄に定める額（漁船漁業を営む者については、使用する漁船の合計総トン

数に応じるものとする。）とする。ただし、経営規模等からみて特別の事情

がある場合は、知事が水産庁長官に協議し認められた額を極度額とすること

ができるものとする。

３ 略
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３ 略

第７条～第８条 略

（資金利用計画認定申請等）

第９条 本資金の貸付けを受けようとする者（以下「借入希望者」という。）

は、利用期間を上限として、運用通知第３の２－１－（４）水産金融総合対

策事業のうち漁業経営改善促進資金預託原資借入利子補給事業に定める別

記様式（以下「改促通知別記様式」という。）第１号の資金利用計画認定申

請書（以下この条において「計画認定申請書」という。）に基づき資金利用

計画（以下この条において「利用計画」という。）を作成し、当該利用計画

が適当である旨、知事の認定を受けなければならない。

２ 略

３ 知事は、借入希望者から計画認定申請書の提出を受けたときは、高知県漁

業経営改善促進資金利用計画審査委員会（以下「審査委員会」という。）の

第７条～第８条 略

（資金利用計画認定申請等）

第９条 本資金の貸付けを受けようとする者（以下「借入希望者」という。）

は、利用期間を上限として水産庁長官が別に定める資金利用計画認定申請書

（以下この条において「計画認定申請書」という。）を作成し、当該利用計

画が適当である旨、知事の認定を受けなければならない。

２ 略

３ 知事は、借入希望者から計画認定申請書の提出を受けたときは、高知県漁

業経営改善促進資金利用計画審査委員会（以下「審査委員会」という。）の

区 分 極度額の上限

漁船船業を主として営む者

①50 トン未満の漁船 3,000 万円

6,000 万円

1 億 1,000 万円

1 億 9,000 万円

②50 トン以上 100 トン未満の漁船

③100 トン以上 200 トン未満の漁船

④200 トン以上の漁船

養殖業を主として営む者 3,000 万円

定置漁業を主として営む者 4,000 万円
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意見を聴き、当該利用計画の審査を行い、当該利用計画が適当であると判断

する場合には、その旨の認定を行うものとする。ただし、経営改善漁業者が

認定を受けた計画の利用期間終了後に新たな漁業経営改善計画の認定を受

け、本資金の貸付けを希望する場合において、その極度額が利用計画期間中

に設定されていた額の範囲内であるときは、知事による再認定は要しないも

のとし、知事の再認定を要しないもののうち、漁業経営改善計画を農林水産

大臣が認定する場合については、漁業経営改善計画の写し、大臣の認定書の

写し及び融資機関への本資金借入申込書の写しを知事に提出しなければな

らない。

４ 知事は、前項に規定する認定を行った場合は、借入希望者、融資機関その

他関係者に対して、改促通知別記様式第２号により通知するものとする。

５ 前各項の規定は、利用計画の変更について準用する。この場合において、

利用計画の変更の申請については改促通知別記様式第３号により、利用計画

の変更の認定の通知については改促通知別記様式第４号により行うものと

する。

第 10 条 略

２～７ 略

８ 審査委員会は、本資金の資金利用計画認定申請のあったものについて、次

に掲げる事項について審査するものとする。

（１）～（３）

意見を聴き、当該計画の審査を行い、当該計画が適当であると判断する場合

には、その旨の認定を行うものとする。ただし、認定漁業者が認定を受けた

計画の利用期間終了後に新たな漁業経営改善計画の認定を受け、本資金の貸

付けを希望する場合において、その極度額が計画期間中に設定されていた額

の範囲内であるときは、知事による再認定は要しないものとし、知事の再認

定を要しないもののうち、漁業経営改善計画を農林水産大臣が認定する場合

については、漁業経営改善計画の写し、大臣の認定書の写し及び融資機関へ

の本資金借入申込書の写しを知事に提出しなければならない。

４ 知事は、前項に規定する認定を行った場合は、借入希望者、融資機関その

他関係者に対して、水産庁長官が別に定める資金利用計画認定通知書により

通知するものとする。

５ 前各項の規定は、計画の変更について準用する。この場合において、認定

の申請は、水産庁長官が別に定める資金利用計画変更申請書により行うもの

とする。

第 10 条 略

２～７ 略

８ 審査委員会は、漁業経営改善促進資金の資金利用計画認定申請のあったも

のについて、次に掲げる事項について審査するものとする。

（１）～（３） 略



高知県漁業経営改善促進資金預託原資借入利子補給事業実施要綱の一部改正新旧対照表

（資金利用計画の認定の取消し）

第 11 条 知事は、経営改善漁業者に係る資金利用計画が次のいずれかに該当

する場合は、借受者に対して資金利用計画の認定取消しを行うものとする。

（１） 略

（２）本資金により既往借入金の返済（第４条に規定する既往借入金（短期

運転資金）からの切替えを除く。）がされていると認められる場合

（３）～（４） 略

２～３ 略

（平均残高による貸付目標額の設定）

第 12 条 略

２ 知事は、前項の規定により提出のあった貸付目標額、県の利子補給の見込

み、預託資金の調達見込み、本資金の貸付実績等を基礎として、融資機関及

び基金協会との協議を経て、毎年度、県の貸付予定目標額を策定し、毎年１

月末までに水産庁長官に協議するものとする。

３ 略

（預託資金の造成等）

第 13 条 略

２～３ 略

（１） 略

（２）融資機関への預託利率は、年１パーセントとする。ただし、資金供給予

（資金利用計画の認定の取消し）

第 11 条 知事は、認定漁業者に係る資金利用計画が次のいずれかに該当する

場合は、借受者に対して資金利用計画の認定取消しを行うものとする。

（１） 略

（２）漁業経営改善促進資金により既往借入金の返済（第４条に規定する既

往借入金（短期運転資金）からの切替えを除く。）がされていると認め

られる場合

（３）～（４） 略

２～３ 略

（平均残高による貸付目標額の設定）

第 12 条 略

２ 知事は、前項の規定により提出のあった貸付目標額、県の利子補給の見込

み、低利預託資金の調達見込み、本資金の貸付実績等を基礎として、融資機

関及び基金協会との協議を経て、毎年度、県の貸付予定目標額を策定し、毎

年１月末までに水産庁長官に協議するものとする。

３ 略

（低利預託資金の造成等）

第 13 条 略

２～３ 略

（１） 略

（２）融資機関への預託利率は、年１パーセントとする。ただし、資金供給予
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定日の 14 日前の日の時点で日本銀行の「時系列統計データ検索サイト」

で公表されている「預金種類別店頭表示金利の平均年利率等」における「定

期預金/預入金額３百万円以上１千万円未満/１年」に掲げる直近の月の利

率が１パーセント未満のときは、当該利率とする。

４～６ 略

（資金貸付等の適正化）

第 14 条 融資機関は、本資金の貸付けに当たっては、債権保全措置が形式的

及び慣行的とならないよう担保及び保証人の徴求の弾力化に努めるととも

に、借入希望者が基金協会の債務保証を受けようとする場合は、資金利用計

画の審査の前に、基金協会による債務保証の決定が必要であることから、基

金協会の債務保証に関する手続等を迅速に進めることにより、円滑な融通が

図られるよう配慮しなければならない。

２～５ 略

（報告）

第 15 条 融資機関は、四半期ごとの漁業経営改善促進資金貸付状況報告書を

改促通知別記様式第６号により作成し、これを各四半期末の翌月の末日まで

に基金協会に提出しなければならない。

２ 基金協会は、前項の規定による報告書を取りまとめ、四半期ごとの漁業経

営改善促進資金状況報告書を改促通知別記様式第７号により作成し、各四半

期末の翌々月の 15 日までに知事に提出しなければならない。

定日の 14 日前の日の属する週に日本銀行が作成した「預金種類別店頭表

示金利の平均年利率等について」（当該週に作成されない場合には貸付予

定日の 21 日前の日の属する週に作成されたもの）における「預入金額が 3

00 万円以上 1,000 万円未満の定期預金の預入期間別平均年利率」に掲げる

預入期間が１年の利率が１パーセント未満のときは、当該利率とする。

４～６ 略

（資金貸付等の適正化）

第 14 条 融資機関は、本資金の貸付けに当たっては、債権保全措置が形式的

及び慣行的とならないよう担保及び保証人の徴求の弾力化に努めるととも

に、借入希望者が基金協会の債務保証を受けようとする場合は、資金利用計

画の審査の前に、基金協会による債務保証の決定が必要であるので、基金協

会の債務保証に関する手続等を迅速に進めることにより、円滑な融通が図ら

れるよう配慮しなければならない。

２～５ 略

（報告）

第 15 条 融資機関は、四半期ごとの漁業経営改善促進資金貸付状況報告書を

水産庁長官が別に定める様式により作成し、これを各四半期末の翌月の末日

までに基金協会に提出しなければならない。

２ 基金協会は、前項の規定による報告書を取りまとめ、四半期ごとの漁業経

営改善促進資金状況報告書を水産庁長官が別に定める様式により作成し、各

四半期末の翌々月の 15 日までに知事に提出しなければならない。
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（帳票類の整理保管）

第 16 条 基金協会及び融資機関は、本資金の貸付け及び預託金に係る帳票類

を、当該資金以外のものと区分して事業終了後５年間保管しておかなければ

ならない。

第 17 条～第 18 条 略

（漁獲量の報告及び資源管理の取組）

第 19 条 本資金の貸付対象者は、知事が資源評価及び資源管理を行うために

必要があると認める場合において、その魚種別ごとに、漁獲量その他漁業生

産の実績のほか、例えば 許可漁業等については、漁業の種類、陸揚げ港、

使用した網の大きさや反数、針数、釣り機台数その他の使用漁具の規格・規

模、操業日、操業日数、操業区域、操業面積、操業時間（一操業ごと）、探

索時間その他の操業の状況、資源管理に関する取組の実施状況その他の資源

管理状況に関し報告を求めたときは、遅滞なく、報告をしなければならない

ものとする。

（雑則）

第 20 条 本事業の関係者は、本事業が中小漁業経営の改善合理化努力を支援

することを最大の目的にしていることを十分踏まえて、漁業経営改善制度の

運営に当たらなければならない。

２ 本制度は、漁業経営改善計画の達成を資金面で支援することを目的にして

いるため、使いやすい融資制度とすることに主眼を置いているが、融資は返

（帳票等の整理保管）

第 16 条 基金協会及び融資機関は、本資金の貸付け及び預託金に係る帳票類

を、当該資金の貸付け及び預託金以外のものと区分して事業終了後５年間保

管しておかなければならない。

第 17 条～第 18 条 略

（新設）

（雑則）

第 19 条 本事業の関係者は、本事業が中小漁業経営の改善合理化努力を支援

することを最大の目的にしていることを十分踏まえて、制度の運営に当たら

なければならない。

２ 本制度は、漁業経営改善計画の達成を資金面で支援することを目的にして

いるため、使いやすい融資制度とすることに主眼を置いているが、融資は返
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済を必要とするものであるとともに、金利負担を伴うものであることを踏ま

え、本事業の関係者は、必要な融資が的確に行われるように配慮するととも

に、安易又は過大な融資により経営改善漁業者の経営を圧迫することのない

よう十分に留意するものとする。

３ 融資機関は、本資金の融資に当たっては、迅速な貸付けに努めなければ

ならない。

（委任）

第 21 条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、

知事が別に定める。

附 則 略

附 則

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。

済を必要とするものであるとともに、金利負担を伴うものであることを踏ま

え、本事業の関係者は、必要な融資が的確に行われるように配慮するととも

に、安易又は過大な融資により認定漁業者の経営を圧迫することのないよう

十分に留意するものとする。

３ 融資機関は、本資金の融資に当たっては、迅速な貸付けに努めなければ

ならない。

（委任）

第 20 条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、

知事が別に定める。

附 則 略


